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令和７年第４回南島原市教育委員会定例会会議録 

 

１ 日 時   令和７年４月２５日（金） １４時００分～１５時４０分 

 

１ 場 所   南有馬庁舎 ２階会議室１ 

 

１ 出席者の氏名 

        教育長               松 本 弘 明 

        教育委員              中 村 一 也 

        教育委員              松 尾  哲 

教育委員              植 木 智 穂 

教育委員              瀬 川 百 合 

 

１ 欠席者の氏名 

 

１ 構成員以外の出席者の氏名 

        教育次長              石 川 伸 吾 

        教育総務課長            佐 々 木  航 

        学校教育課長            大 草 修 三 

文化財課長             中 村 隆 敏 

教育総務課教育総務班長       井 上  実 

生涯学習課社会教育班長       茂  利 男 

 

 

１ 議事日程 

 第１ 開会 

第２ 前回会議録の承認 

第３ 会議録署名人の指名 

第４ 教育長報告・各課室報告 

第５ 議案審議 

報告第３号 南島原市招致外国青年任用規則の一部を改正する規則について 

報告第４号 南島原市英語指導助手任用規則の一部を改正する規則について 

報告第５号 南島原市教育支援委員会委員の委嘱について 

報告第６号 学校医の変更について 

報告第７号 史跡原城跡・日野江城跡専門委員会委員の委嘱について 

第６ その他 

（１）準要保護児童生徒就学援助の認定について 

（２）南島原市立小・中学校学校評議員の委嘱について 

（３）令和７年度教育委員会主要事業計画について 
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（４）次回教育委員会定例会の開催について 

（５）その他 

第７ 閉会
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 日程 第１ 開会 

松本教育長 それでは、只今から、「令和７年第４回定例会」を開会いたします。 

   

 日程 第２ 前回会議録の承認 

松本教育長 日程第２「前回会議録の承認」ですが、委員の皆さんには、事前にご確認をい

ただいております。 

署名人は、前回の会議におきまして、瀬川委員を指名しておりましたので、こ

こで、署名をお願いいたします。 

  

 日程 第３ 会議録署名人の指名 

松本教育長 日程第３「会議録署名人の指名」ですが、今回は、「中村委員」にお願いした

いと思いますが、よろしいでしょうか。 

 <異議なしの声> 

松本教育長 それでは、会議録署名人に「中村委員」を指名いたします。 

  

 日程 第４ 教育長報告・各課報告 

松本教育長 日程第４「教育長報告・各課報告」を行います。 

教育長報告につきましては、教育次長から説明させます。 

教育次長 （別紙により、教育長が出席した諸会議等の概要について報告。） 

松本教育長 次に、「各課報告」を行います。 

教育総務課から順に報告をさせます。 

各課長・班長 （別紙により、各課の諸会議等の概要について報告。） 

松本教育長 只今の報告について、何かお尋ねなどはございませんか。 

松本教育長 特にないようですので、以上で、「教育長報告・各課報告」を終わります。 

  

 日程 第５ 議案審議 

松本教育長 続きまして、日程第５「議案審議」を行います。 

松本教育長 報告 第３号「南島原市招致外国青年任用規則の一部を改正する規則につい

て」と、 

報告 第４号「南島原市英語指導助手任用規則の一部を改正する規則につい

て」は、関連がありますので一括議題とします。 

内容について、担当課長から説明させます。 

学校教育課長 報告第３号「南島原市招致外国青年任用規則の一部を改正する規則について」

を説明させていただきます。 

提案理由は、JET プログラム参加者の報酬額の見直し及び南島原市会計年度任

用職員の勤務時間、休暇に関する規則の改正に伴い、所要の改正を行ったので、

南島原市教育委員会の権限事務の一部を教育長に委任し又は臨時に代理させる

規則第５条の規定により報告するものです。 
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１ページには、本改正規則の内容について示しております。 

２ページの新旧対照表をもとにご説明いたします。 

第８条第１項中「28 万円」を「33万 5,000 円」に、「30万円」を「34万 5,000

円」に、「32 万 5,000 円」を「35万 5,000 円」に、「33 万円」を「36 万円」に改

めます。 

これは、昨今の民間の平均給与や地方公務員の給与等の動向等を踏まえ、総務

省、外務省、文部科学省の３省から発出された通知「令和７年度 JET プログラム

の運用改善について」に伴い、JET プログラム参加者の報酬額の改正を行ったも

のです。 

次に、第 15 条第１項第 18 号中「３日間以内」を「５日間以内」に改めます。 

これは、南島原市会計年度任用職員の勤務時間、休暇に関する規則の改正に合

わせ、夏季休暇の日数の改正を行ったものです。 

なお、本規則は、令和７年４月 22日から施行し、改正後の本規則の規定は、

令和７年４月１日から適用することとしております。３ページ以降は、本規則の

全文を示しております。 

続いて、報告第４号「南島原市英語指導助手任用規則の一部を改正する規則に

ついて」を説明させていただきます。 

提案理由は、先ほど説明いたしました南島原市招致外国青年任用規則及び南

島原市会計年度任用職員の勤務時間、休暇に関する規則の改正に伴い、所要の改

正を行ったので、南島原市教育委員会の権限事務の一部を教育長に委任し又は

臨時に代理させる規則第５条の規定により報告するものです。 

１ページには、本改正規則の内容について示しております。 

２ページの新旧対照表をもとにご説明いたします。 

第７条第１項中「28 万円」を「33万 5,000 円」に改めます。 

これは、英語指導助手の職務は、南島原市招致外国青年任用規則に規定する外

国語指導助手と同等の職務であるため、先ほどご説明いたしました外国語指導

助手の月額報酬の改正に併せて、英語指導助手の報酬額の改正を行ったもので

す。 

次に、第 15 条第１項第 18 号中「３日間以内」を「５日間以内」に改めます。 

これは、南島原市会計年度任用職員の勤務時間、休暇に関する規則の改正に合

わせ、夏季休暇の日数の改正を行ったものです。 

なお、本規則は、令和７年４月 22日から施行し、改正後の本規則の規定は、

令和７年４月１日から適用することとしております。３ページ以降は、本規則の

全文を示しております。 

説明は以上です。よろしく御審議くださいますようお願いいたします。 

松本教育長 この件について、何か質疑などはございませんか。 

瀬川委員 外国語指導助手及び英語指導助手の数をお教え願います。 

学校教育課長 現在、教育委員会では外国語指導助手５名、英語指導助手２名を任用しており
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ます。 

松本教育長 他にございませんか。特にないようです。 

「報告第３号」及び「報告第４号」は、規則に基づき、教育委員会に報告する

ものでございます。以上の報告をもって了承をお願いします。 

松本教育長 次に、報告 第５号「南島原市教育支援委員会委員の委嘱について」を議題と

します。 

内容について、担当課長から説明させます。 

学校教育課長 報告第５号「南島原市教育支援委員会委員の委嘱について」を説明させていた

だきます。 

提案理由は、南島原市教育委員会条例第 3条の規定に基づき、教育支援委員会

委員を委嘱したため、南島原市教育委員会の権限事務の一部を教育長に委任し

又は臨時に代理させる規則第 5条の規定により報告するものです。 

教育支援委員会につきましては、本市に居住する心身に障害のある児童、生

徒、就学前の幼児に対し、それぞれの能力に応じた教育が受けられるよう、その

判定と就学支援の適正を期するため本委員会を置くものであります。 

次のページをご覧ください。 

令和７年度の教育支援委員会委員の委嘱については、名簿にお示ししている

とおりとなります。 

医師や必要と認められる委員につきましては、関係団体の推薦をいただいて

おります。 

また、新規に委嘱する委員については、黄色で示しております。 

関係教育機関の職員につきましては、校長会の組織改編により新たに委嘱し

ているところです。 

以上、ご報告いたします。 

松本教育長 この件について、何か質疑などはございませんか。 

松本教育長 特にないようです。 

「報告第５号」につきましても、規則に基づき、教育委員会に報告するもので

ございますので、以上の報告をもって了承をお願いします。 

松本教育長 次に、報告 第６号「学校医の変更について」を議題とします。 

内容について、担当課長から説明させます。 

学校教育課長 報告第６号「学校医の変更について」を説明させていただきます。 

提案理由は、学校保健安全法第２３条に基づき学校医を変更したため、南島原

市教育委員会の権限事務の一部を教育長に委任し又は臨時に代理させる規則第

５条の規定により報告するものでございます。 

次のページの「令和７年度南島原市立小学校・中学校学校医名簿」をご覧くだ

さい。 

学校医の変更ですが、令和７年度の学校医の委嘱にあたっては、南高医師会の

推薦を踏まえ、前回の教育委員会定例会で提案し、承認を得ておりましたが、そ
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の後南高医師会から変更の連絡がありました。 

変更につきましては、黄色で示しております。 

有家中学校の学校医に坂上和平先生（坂上整形外科）、前回は坂上秀和先生 

（坂上整形外科）としておりました。 

 変更の理由については、特段ご報告する内容はございません。 

 以上ご報告いたします。 

松本教育長 この件について、何か質疑などはございませんか。 

松本教育長 特にないようです。 

「報告第６号」につきましても、規則に基づき、教育委員会に報告するもので

ございますので、以上の報告をもって了承をお願いします。 

松本教育長 次に、報告 第７号「史跡原城跡・日野江城跡専門委員会委員の委嘱について」

を議題といたします。 

内容について、担当課長から説明させます。 

文化財課長 報告第７号「史跡原城跡・日野江城跡専門委員会委員の委嘱について」をご説

明させていただきます。 

提案理由といたしましては、委員の任期満了に伴い、史跡原城跡・日野江城跡

専門委員会条例第３条の規定に基づき、史跡原城跡・日野江城跡専門委員会委員

を委嘱するものでございます。 

次のページをご覧ください。委員の名簿を付けております。任期は、１年間で

ございます。全員留任していただき、委員に変更はございません。 

以上、ご報告いたします。 

松本教育長 この件について、何か質疑などはございませんか。 

松本教育長 特にないようです。 

「報告第７号」につきましても、規則に基づき、教育委員会に報告するもので

ございますので、以上の報告をもって了承をお願いします。 

  

 日程 第６ その他 

松本教育長 続きまして、日程第６「その他」に移ります。 

松本教育長 第１号「準要保護児童生徒就学援助の認定について」を議題とします。 

この案件につきましては、個人情報が含まれておりますので、非公開にしたい

と思いますが、よろしいでしょうか。 

 <異議なしの声> 

松本教育長 この案件は、非公開といたします。 

 <非公開の説明> 

松本教育長  只今説明しました件につきましては、認定の基準に該当しており、「就学援助」

の対象者として認定したものでございます。 

以上の報告をもって了承をお願いします。 

松本教育長 次に、第２号「南島原市立小・中学校 学校評議員の委嘱について」を議題と
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します。 

内容について、担当課長から説明させます。 

学校教育課長 （南島原市立小・中学校 学校評議員について説明） 

松本教育長 この件について、何か質疑などはございませんか 

松本教育長 特にないようですので、第２号「南島原市立小・中学校 学校評議員の委嘱に

ついて」を終わります。 

松本教育長 次に、第３号「令和７年度教育委員会主要事業計画について」を議題とします。 

各課長、班長から説明させます。 

各課長・班長 （令和７年度教育委員会主要事業計画について説明） 

松本教育長 この件について、何か質疑などはございませんか 

中村委員 部活動の地域移行については、令和８年度までに完全移行に向けた改革を進

め、９年度からの完全移行で間違いないでしょうか。 

それから、地域クラブサポートセンターが設立されるようですが、わかる範囲

でお教え願います。 

学校教育課長 はい、８年度中に移行を済ませて、９年度からは部活動はなくなります。 

生涯学習班長 地域クラブサポートセンターにつきましては、将来的には法人格を取って外

部組織に運営していただきたいと考えておりますが、当面は生涯学習課内に設

置する予定で進めています。 

学校教育課長 補足になりますが、部活動が学校クラブとなり学校の手を離れると親の負担

が大きくなることが懸念されます。その辺をしっかりサポートする体制が必要

となるため、行政とクラブとか、クラブとクラブを繋ぐとかそういった役割をこ

のセンターに担わせて、クラブ活動が円滑に進むようにしていきたい。 

部活動がなくなることで子どもたちの活動が縮小することがないようにサポ

ートしていきたいと考えております。 

松尾委員 確認ですが、令和８年度までが学校体育、令和９年度からは社会体育という認

識でよろしいですか。 

学校教育課長 はい。 

松本教育長 特にないようですので、以上で第３号を終わります。 

松本教育長 次に、第４号「次回教育委員会定例会の開催について」を議題とします。 

次回の定例会は、５月２６日、月曜日、午前９時３０分から開催する予定とし

ますので、よろしくお願いします。 

松本教育長 次に、第５号の「その他」でございますが、皆様方から、何かございませんで

しょうか。 

中村委員 （長崎県市町村教育委員会連絡協議会 令和７年度理事会の報告） 

教育総務課長 （今後の行事予定等について） 

学校教育課長 （学校給食費債権放棄報告について） 

松本教育長 他にございませんか。 

特にないようですので、以上で、第５号の「その他」を終わります。 
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 日程 第７ 閉会 

松本教育長 以上を持ちまして、本日の定例会を閉会いたします。 

委員の皆様、大変、お疲れさまでございました。 

  

 閉会 １５時４０分 

  

 会議録署名人 

      教育委員 

  

     記録職員 

 


